
 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

令和８年３月３１日 

    四日市市長  森  智 広     

 

四日市市規則第４５号 

   四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成３０年四日市市規則

第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、四日市市運動施設の

設置及び管理に関する条例（昭和５２年

四日市市条例第３１号。以下「条例」と

いう。）第１５条の規定に基づき、条例

の施行について必要な事項を定めるも

のとする。 

第１条 この規則は、四日市市運動施設の

設置及び管理に関する条例（昭和５２年

四日市市条例第３１号。以下「条例」と

いう。）第１６条の規定に基づき、条例

の施行について必要な事項を定めるも

のとする。 

  

（休業日） （休業日） 

第２条 四日市市運動施設（以下「運動施

設」という。）の休業日は、次のとおり

とする。ただし、指定管理者（地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項に規定する指定管理者を

いう。以下同じ。）が特別の理由がある

と認めるときは、市長の承認を得て、休

業日を変更することができる。 

第２条 四日市市運動施設（以下「運動施

設」という。）の休業日は、次のとおり

とする。ただし、指定管理者（地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項に規定する指定管理者を

いう。以下同じ。）が特別の理由がある

と認めるときは、市長の承認を得て、休

業日を変更することができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前号のほか、四日市市温水プール

（以下「温水プール」という。）につ

(2) 前号のほか、四日市市温水プール

（以下「温水プール」という。）につ



いては、月曜日。ただし、その日が国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に定める休日に当たる

ときは、その日後においてその日に最

も近い平日（土曜日、日曜日及び休日

でない日をいう。）とする。 

いては、月曜日。ただし、その日が国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に定める休日に当たる

ときは、その翌日とする。 

(3) （略） (3) （略） 

  

（個人使用に供する施設及び使用日） （個人使用に供する施設及び使用日） 

第３条 個人使用に供する施設は次の表

の左欄に掲げる施設とし、その使用日は

同表の右欄の期間内で、指定管理者が市

長の承認を得て定める日とする。ただ

し、市長が特別の理由があると認めると

きは、同表の右欄の期間を変更すること

ができる。 

第３条 個人使用に供する施設は次の表

の左欄に掲げる施設とし、その使用日は

同表の右欄の期間内で、指定管理者が市

長の承認を得て定める日とする。ただ

し、市長が特別の理由があると認めると

きは、同表の右欄の期間を変更すること

ができる。 

施設名 期間 

霞ケ浦プール （略） 

四日市市中央第

２体育館（以下

「中央第２体育

館」という。） 

四日市市中央陸

上競技場（以下

「中央陸上競技

場という。」）（四

日市市中央フッ

トボール場（以下

「中央フットボ

ール場」という。）

Aフィールド） 

１月４日から１２

月２８日まで 

ただし、温水プー

ルについては、月

曜日（その日が国

民の祝日に関する

法律に定める休日

に当たるときは、

その日後において

その日に最も近い

平日（土曜日、日

曜日及び休日でな

い日））を除く。 

施設名 期間 

霞ケ浦プール （略） 

四日市市中央第

２体育館（以下

「中央第２体育

館」という。） 

四日市市中央陸

上競技場（以下

「中央陸上競技

場という。」）（四

日市市中央フッ

トボール場（以下

「中央フットボ

ール場」という。）

Aフィールド） 

１月４日から１２

月２８日まで 

ただし、温水プー

ルについては、月

曜日（その日が国

民の祝日に関する

法律に定める休日

に当たるときは、

その翌日）を除く。 



四日市市楠体育

館（以下「楠体育

館」という。） 

四日市市松原テ

ニスコート（以下

「松原テニスコ

ート」という。） 

温水プール 

四日市市三滝武

道館（以下「三滝

武道館」という。） 
 

四日市市楠体育

館（以下「楠体育

館」という。） 

四日市市松原テ

ニスコート（以下

「松原テニスコ

ート」という。） 

温水プール 

四日市市三滝武

道館（以下「三滝

武道館」という。） 
 

２ （略） ２ （略） 

  

（使用許可の申請） （使用許可の申請） 

第４条 条例第３条第１項の規定により

運動施設の使用の許可を受けようとす

る者（以下「申請者」という。）は、別

表第１に定める申請期間内に四日市市

公共施設使用許可申請書（第１号様式）

により、個人使用の場合にあっては、口

頭で指定管理者に申請しなければなら

ない。 

第４条 条例第５条第１項の規定により

運動施設の使用の許可を受けようとす

る者（以下「申請者」という。）は、別

表第１に定める申請期間内に四日市市

公共施設使用許可申請書（第１号様式）

により、個人使用の場合にあっては、口

頭で指定管理者に申請しなければなら

ない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （四日市市公共施設案内・予約システム

の利用者登録申請） 

第７条 申請者で四日市市公共施設案

内・予約システム（以下「システム」と

いう。）を利用しようとするものは、シ

ステム利用者登録申請書（第２号様式）

により指定管理者に申請し、システム利

用者登録済証（第３号様式。以下「登録



済証」という。）の交付を受けなければ

ならない。ただし、既に登録済証の交付

を受けているものは、この限りでない。 

２ 前項の登録の有効期間は、登録の日か

ら３年間とする。 

３ 登録を受けた者（以下「登録者」とい

う。）は、登録事項に変更が生じたとき

及び廃止しようとするときは、システム

利用者登録申請書により、指定管理者に

登録の変更及び抹消を届け出なければ

ならない。 

４ 登録者が次の各号のいずれかに該当

するときは、指定管理者は、登録を抹消

するものとする。 

(1) 登録の廃止の届出をしたとき。 

(2) 団体が解散したとき。 

(3) 登録事項の変更の届出を怠ったと

き。 

(4) 前各号のほか、指定管理者等が登録

者として不適当と認めたとき。 

５ 指定管理者等は、システムに障害が発

生したとき又は点検の必要があるとき

は、システムを一時停止することができ

る。 

  

（仮予約の申請） （仮予約の申請） 

第７条 指定管理者は、四日市市公共施設

案内・予約システムを利用して仮予約の

申請を受け付けることができるものと

する。ただし、仮予約ができる施設は、

別表第２の左欄のとおりとする。 

第８条 指定管理者は、システムを利用し

て仮予約の申請を受け付けることがで

きるものとする。ただし、仮予約ができ

る施設は、別表第２の左欄のとおりとす

る。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 



  

（使用の許可） （使用の許可） 

第８条 指定管理者は、運動施設の使用を

許可したときは、専用使用の場合にあっ

ては四日市市公共施設使用許可書（第２

号様式）を、個人使用の場合にあっては、

四日市市運動施設個人使用券（第３号様

式から第８号様式まで）を申請者に交付

するものとする。 

第９条 指定管理者は、運動施設の使用を

許可したときは、専用使用の場合にあっ

ては四日市市公共施設使用許可書（第４

号様式）を、個人使用の場合にあっては、

四日市市運動施設個人使用券（第５号様

式から第１０号様式まで）を申請者に交

付するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（使用の変更等） （使用の変更等） 

第９条 使用者は、使用許可書に記載され

た事項を変更し、又は使用を取り消そう

とするときは、四日市市公共施設使用変

更（取消）・還付申請書（第９号様式。

以下「変更・還付申請書」という。）に

使用許可書を添えて、指定管理者に申請

しなければならない。 

第１０条 使用者は、使用許可書に記載さ

れた事項を変更し、又は使用を取り消そ

うとするときは、四日市市公共施設使用

変更（取消）・還付申請書（第１１号様

式。以下「変更・還付申請書」という。）

に使用許可書を添えて、指定管理者に申

請しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（利用料金の減免） （利用料金の減免） 

第１０条 利用料金の減免を受けようと

する者は、四日市市公共施設利用料金減

免申請書（第１０号様式）に減免を必要

とする理由を記載し、指定管理者に申請

しなければならない。 

第１１条 利用料金の減免を受けようと

する者は、四日市市公共施設利用料金減

免申請書（第１２号様式）に減免を必要

とする理由を記載し、指定管理者に申請

しなければならない。 

  

（利用料金の納付） （利用料金の納付） 

第１１条 条例第５条の規定による利用

料金は、指定管理者の発する利用料金請

求書によって納付しなければならない。

第１２条 条例第７条の規定による利用

料金は、指定管理者の発する利用料金請

求書によって納付しなければならない。



ただし、個人使用に係る利用料金の納入

通知は、口頭で行うものとする。 

ただし、個人使用に係る利用料金の納入

通知は、口頭で行うものとする。 

  

（設備器具等の利用料金） （設備器具等の利用料金） 

第１２条 （略） 第１３条 （略） 

  

（利用料金の還付） （利用料金の還付） 

第１３条 指定管理者は、条例第７条ただ

し書の規定により、使用者が次の表の左

欄に掲げる場合に該当するときは、既納

の利用料金（設備器具及び備付物品の利

用料金を含む。）について、それぞれ同

表の右欄に掲げる額を還付することが

できる。 

第１４条 指定管理者は、条例第９条ただ

し書の規定により、使用者が次の表の左

欄に掲げる場合に該当するときは、既納

の利用料金（設備器具及び備付物品の利

用料金を含む。）について、それぞれ同

表の右欄に掲げる額を還付することが

できる。 

 
 

 
 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

（使用者の遵守事項） （使用者の遵守事項） 

第１４条 （略） 第１５条 （略） 

  

（入場の制限） （入場の制限） 

第１５条 （略） 第１６条 （略） 

  

（特別設備の申請） （特別設備の申請） 

第１６条 条例第１０条の規定による特

別の設備の許可を受けようとする者は、

指定管理者に対し、文書で申請しなけれ

ばならない。 

第１７条 条例第１２条の規定による特

別の設備の許可を受けようとする者は、

指定管理者に対し、文書で申請しなけれ

ばならない。 

  

（係員の入場） （係員の入場） 

第１７条 （略） 第１８条 （略） 



  

（事故報告） （事故報告） 

第１８条 （略） 第１９条 （略） 

  

（使用後の届出） （使用後の届出） 

第１９条 （略） 第２０条 （略） 

  

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第２０条 条例第１４条第１項の規定に

基づき、指定管理者が管理する運動施設

は、次の各号に掲げる全ての運動施設と

する。 

第２１条 条例第３条の規定に基づき、指

定管理者が管理する運動施設は、次の各

号に掲げる全ての運動施設とする。 

(1)から(23)まで （略） (1)から(23)まで （略） 

(24) 四日市市鈴鹿川グラウンドゴルフ

場 

(24) 鈴鹿川グラウンドゴルフ場 

(25)から(27)まで （略） (25)から(27)まで （略） 

(28) 四日市市桜テニスコート（以下「桜

テニスコート」という。） 

(28) 四日市市桜テニスコート 

(29) 四日市市桜多目的広場（以下「桜

多目的広場」という。） 

(29) 四日市市桜多目的広場 

  

（補則） （補則） 

第２１条 （略） 第２２条 （略） 

 

改正後 

別表第２（第７条関係） 

（略） 

備考 （略） 

 

改正前 



別表第２（第８条関係） 

（略） 

備考 （略） 

 

改正後 

別表第３（第１２条関係） 

設備器具等利用料金の上限額 

 施設名 種別 単位 金額（円） 備考  

野球場 （略） BSO機の使

用料は、霞

ケ浦第１

スコアボ

ード、第２

スコアボ

ード又は

第３スコ

アボード

を使用す

る場合は

無料とす

る。 

スコアボ

ード 

霞ケ浦第

１ 

 

１式１回

（全面） 

２，３２０ 

１式１回

（半面） 

１，１６０ 

霞ケ浦第

２及び霞

ケ浦第３ 

（略） 

BSO機 （略） 

照明装置 霞ケ浦第

１ 

半時間 ２，４２０ 

霞ケ浦第

３ 

（略） 

（略） 

（略） 

テニスセンタ

ー 

（略） 

温水プール 競泳競技用具 １式１日 ４，４００  

水球用具 １式１回 ４４０ 

ポータブルワイヤレ

スアンプ（マイク付） 

１式１回 ２２０ 

霞ケ浦プール 競泳競技用具 １式１日 ４，４００  

霞ケ浦体育館 （略） 



（略） 

備考 

 １から４まで （略） 

 

改正前 

別表第３（第１３条関係） 

設備器具等利用料金の上限額 

 施設名 種別 単位 金額（円） 備考  

野球場 （略） SBO機及び

BSO機の利

用料金は、

霞ケ浦第

１スコア

ボード、第

２スコア

ボード又

は第３ス

コアボー

ドを使用

する場合

は無料と

する。 

スコアボ

ード 

霞ケ浦第

１ 

１式１回 ２，２００ 

霞ケ浦第

２及び霞

ケ浦第３ 

（略） 

SBO機及びBSO機 （略） 

照明装置 霞ケ浦第

１ 

半時間 ４，４００ 

霞ケ浦第

３ 

（略） 

（略） 

（略） 

テニスセンタ

ー 

（略） 

霞ケ浦プール 拡声装置 １式１回 ４４０  

ストップウォッチ １個１回 ６０ 

水球用具 １式１回 ４４０ 

ベースタイマー １個１回 ２２０ 

霞ケ浦体育館 （略） 

（略） 



備考 

 １から４まで （略） 

 

第１号様式を次のように改める。 

 



第１号様式（第４条関係） 

四日市市公共施設使用許可申請書 
                                    

受付番号        
申込日         

 
◎申請者情報 
利用者番号 
利用者名 
住  所 
電話番号 
 
◎使用情報 
利用施設 
利用目的 
利用人数 
 
◎使用一覧 

 
利用日 

室場（備品） 
利用料 延長 

請求額   
利用時間 減免 割増 

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 計 
 

    
  

備考 請求合計額     
収納済額  
支払方法     

  
 

 



 第２号様式及び第３号様式を削る。 

 

 第４号様式を次のように改め、同様式を第２号様式とする。 

 



第２号様式（第８条関係） 

四日市市公共施設使用許可書 
                                    

受付番号        
申込日         
承認日         

 
◎申請者情報 
利用者番号 
利用者名 
住  所 
電話番号 
 
◎使用情報 
利用施設 
利用目的 
利用人数 
 
◎使用一覧 

 
利用日 

室場（備品） 
利用料 延長 

請求額   
利用時間 減免 割増 

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 計 
 

    
  

備考 請求合計額     
収納済額  
支払方法     

  
 

 



 第５号様式を第３号様式とし、第６条様式を第４号様式とする。 

 

 



第３号様式（第８条関係） 

 
（表） 

 

№     
 

四 日 市 市 運 動 施 設

個 人 使 用 券 

 
            円     

 
指定管理者     

使
用
日 

 
 
 
 
 
 

退
場
時
刻 

 
 

 

（裏） 

 

注 意 事 項 
 
１ 使用時間は、２時間以内とします。ただし、温水プールは除く。 
 
２ 入退場時及び係員が求めたときは、本券を提示してください。 
 
３ 本券は他人に貸したり、譲渡することはできません。 
 
４ 本券を紛失したときは、改めて料金を申し受けます。 

 



第４号様式（第８条関係） 

（表紙表） 

運動施設共通回数使用券         № 
 
  使用できる施設  中央第２体育館    中央陸上競技場 
           霞ケ浦プール     松原テニスコート 

   三滝武道館      楠体育館 
                
  有 効 期 間      年  月  日まで 
                          

 円 
           （上記金額には消費税を含んでいます。） 

※ 本券切離し無効  

                     指定管理者    

（表紙裏） 

注 意 事 項 
 
１ 本券の使用区分は、次のとおりとします。 
 
    １回２時間につき１枚 
 
 
２ 入退場及び係員が求めたときは、本券を提示してください。 
 
３ 本券を紛失したときは、改めて料金を申し受けます。 
 
４ 本券は、入場前に切り離すと無効になります。 
 
５ 本券発行後の払戻しはできません。 

 

 

（回数使用券） 

  

運動施設共通回数使用券 
 

使用日         退場時刻 

ｓ 

 



 第７号様式を次のように改め、同様式を第５号様式とする。 

 

 



第５号様式（第８条関係）                  霞ケ浦プール 

（表紙表） 

発行日  年  月  日 

 

一般・中学生以下  （人数 人） 

（高校生以上・０才から） 

金 額     円 

購入時間   時   分 

退出時間   時   分 

四日市市霞ケ浦プール 

 

 

霞ケ浦プール（心身障害者） 

発行日   年  月  日 

心身障害者 

 一般・中学生以下 （人数 人） 

（高校生以上・０才から） 

金 額     円 

購入時間   時   分 

退出時間   時   分 

四日市市霞ケ浦プール 

                   
 



 第８号様式を第６号様式とし、第９条様式を第７号様式とし、第１０号様式を第８

号様式とする。 

 

 



第６号様式（第８条関係）                 松原テニスコート 

（表紙表） 

発行日 年 月 日                        №     

四 日 市 市 運 動 施 設 

一般・中学生以下 使用券 

                            人  

                           円 

                      （上記金額には消費税等を含んでいます） 

           退場時刻    時   分     

            入場時刻    時   分  

 

 

 

 



第７号様式（第８条関係）                 温水プール 

（表紙表） 

温水プール 

個人使用券 

              No 

        

       円 

（上記金額には消費税等を含んでいます） 

指定管理者 

 



第８号様式（第８条関係）                   温水プール 

 

（表紙表） 

温水プール回数使用券 
 
    有効期間    年  月  日   まで 
 

円 

      （上記金額には消費税を含んでいます。） 

※ 本券切離し無効     

指定管理者     

（表紙裏） 

注 意 事 項 
 
１ 本券の使用区分は、つぎのとおりとします。 
  １回につき１枚 
 
２ 入退場時及び係員が求めたときは、本券を提示してください。 
 
３ 本券を紛失したときは、改めて料金を申し受けます。 
 
４ 本券は、入場前に切り離すと無効になります。 
 
５ 本券発行後の払戻しはできません。 

 

（回数使用券） 

  

温水プール回数使用券 
 
   使用日         

 

                                      № 
  
 

 



 第１１号様式を次のように改め、同様式を第９号様式とする。 

 

 



第９号様式（第９条関係） 

四日市市公共施設使用変更（取消）・還付申請書 
                                    

受付番号        
申込日         

 
◎申請者情報 
利用者番号 
利用者名 
住  所 
電話番号 
 
◎使用情報 
利用施設 
利用目的 
利用人数 
 
◎還付情報 
還付原因 
 
◎使用一覧 

 
利用日 

室場（備品） 
利用料 延長 

請求額   
利用時間 減免 割増 

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 計 
 

    
  

備考 還付合計額     
支払方法  

     
  

 

 



 第１２号様式を次のように改め、同様式を第１０号様式とする。 

 

 



第１０号様式（第１０条関係） 

四日市市公共施設使用料減免申請書 
                                    

受付番号        
申込日         

 
◎申請者情報 
利用者番号 
利用者名 
住  所 
電話番号 
 
◎使用情報 
利用施設 
利用目的 
利用人数 
 
◎減免情報 
減免理由 
 
◎使用一覧 

 
利用日 

室場（備品） 
利用料 延長 

請求額   
利用時間 減免 割増 

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 
 

 
 

    
   

 計 
 

    
  

備考 請求合計額     
収納済額  
支払方法     

  
 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行前に改正前の四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例施行

規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市運動施設

の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

（四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正） 

３ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則（令和３年四日市市規則第

３２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後  

（押印 の 省 略 ）  

第２条  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表

中欄に 掲 げ る 手 続 又 は 様 式については、当該規則の規定に関わらず、押

印を要 し な い も の と す る 。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合

に限る 。  

 規 則 名  手続又は様式  備考   

 （略）   

 四日市市 営 住 宅 条 例 施 行

規則（ 平 成 １ ０ 年四 日 市 市

規則第２ 号 ) 

（略）   

 四日市市 橋 北 交 流 会 館 運

動場の使 用 に 関 す る 規 則

（平成 ３ ０ 年四 日 市 市 規

則第４ ３ 号 ）  

（略）   

 （略）   

 

 

改正前  

（押印 の 省 略 ）  



第２条  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表

中欄に 掲 げ る 手 続 又 は 様 式については、当該規則の規定に関わらず、押

印を要 し な い も の と す る 。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合

に限る 。  

 規 則 名  手続又は様式  備考   

 （略）   

 四日市市 営 住 宅 条 例 施 行

規則（平 成 １ ０ 年 四 日 市 市

規則第２ 号 ) 

（略）   

 四日市市 運 動 施 設 の 設 置

及び管理 に 関 す る 条 例 施

行規則（ 平 成３ ０ 年 四 日 市

市規則第 ３ ８ 号 ）  

第１１号様式  署名をした場合

に限る。  

 

 四日市市 橋 北 交 流 会 館 運

動場の使 用 に 関 す る 規 則

（平成３ ０ 年 四 日 市 市 規

則第４３ 号 ）  

（略）   

 （略）   

 

 

（シティプロモーション部スポーツ課） 

 


